
報告第１号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第２３号 
専 決 処 分 書 

令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第１２号）について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 
令和３年（２０２１年）１２月２４日 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵  

-1-



-2-



報告第２号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第１号 
専 決 処 分 書 

令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第１３号）について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 
令和４年（２０２２年）１月７日 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
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報告第３号 

 専決処分した事件の承認を求めることについて 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

専決第２号 
専 決 処 分 書 

令和３年度宝塚市一般会計補正予算（第１４号）について、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、別冊のとおり専決処分する。 
令和４年（２０２２年）１月２７日 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
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議案第１９号 

執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例 

 執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の表市長の部宝塚市行政評価委員会の項を次のように改める。 

宝塚市行政評価

委員会 

施策評価、事務事業評

価、夢・未来 たから

づか創生総合戦略その

他の行政マネジメント

システムについての調

査審議に関する事務 

９人以内 知識経験者 ４人以内 

担任事務の遂行に適任と認

められる者 ３人以内 

市内の公共的団体等の代表

者 １人 

公募による市民 １人 

第１条の表市長の部宝塚市消費生活協議会の項の次に次のように加える。 

宝塚市農業振興

会議 

農業振興に関する重要

な事項についての調査

審議に関する事務 

８人以内 知識経験者 １人 

市内の公共的団体等の代表

者 ４人以内 

関係行政機関の職員 １人 

農業振興の関係者 １人 

公募による市民 １人 

 附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２０号 

 宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例の一部を改正する条例

の制定について 

 宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定するものとする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例の一部を改正する条例 

 宝塚市新型コロナウイルス対策思いやり応援基金条例（令和２年条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

附則第２項の前の見出し、同項及び第３項を削り、附則第１項の見出し及び項番号を削

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２１号 

宝塚市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市個人番号の利用等に関する条例（平成２７年条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１市長の部中(７)の項を削り、(８)の項を(７)の項とし、(９)の項から(11)の項

までを１項ずつ繰り上げ、(12)の項を削る。 

別表第２市長の部中(18)の款を削り、(19)の款を(18)の款とし、(20)の款から(24)の款

までを１款ずつ繰り上げ、(25)の款を削る。 

附 則 

この条例中別表第１の改正規定（同表(12)の項を削る部分に限る。）及び別表第２の改

正規定（同表(25)の款を削る部分に限る。）は公布の日から、別表第１の改正規定（同表

(12)の項を削る部分を除く。）及び別表第２の改正規定（同表(25)の款を削る部分を除く。）

は令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２２号 

宝塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

宝塚市個人情報保護条例（平成１７年条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１０号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第 

５７号）第２条第９項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例の一部を改正する条例 

宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例（平成２３年条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中「第２０条」を「第２２条」に、「第２１条―第２８条」を「第２３条―第３０

条」に、「第２９条」を「第３１条」に改める。 

第２条第１号中「次に掲げる者」の次に「及び公益通報の日前１年以内に次に掲げる者

であった者」を加え、同号ア中「一般職に属する」及び「特別職に属する」の次に「本市

の」を加え、同号オ中「労務提供先」を「役務提供先」に改める。 

第２９条を第３１条とする。 

第４章中第２８条を第３０条とする。 

第２７条第１項中「第２３条第１号」を「第２５条第１号」に改め、同条を第２９条と

する。 

第２６条第３項中「第２１条第１項」を「第２３条第１項」に改め、同条を第２８条と

する。 

第２５条を第２７条とし、第２１条から第２４条までを２条ずつ繰り下げる。 

第３章に次の１条を加える。 

（公益通報に対応する従事者の義務） 

第２２条 公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びそ

の是正に必要な措置をとる業務に従事する者（委員を除く。以下この条において「公益

通報対応業務従事者」という。）又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理

由がなく、公益通報に係る対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者又は調査

協力者を特定させるものを漏らしてはならない。 
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第２０条を第２１条とし、第１９条を第２０条とし、第１８条の次に次の１条を加える。 

（損害賠償の制限） 

第１９条 市は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした

公益通報者又は調査協力者に対して、賠償の請求を行わない。 

附 則 

この条例は、令和４年６月１日から施行する。 
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議案第２４号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定

するものとする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２９年条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条中「、育児部分休暇」の次に「、出生サポート休暇」を加える。 

第１１条の８第３項中「地方公務員等の育児休業等に関する法律」を「地方公務員の育

児休業等に関する法律」に改める。 

第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第１５

条の次に次の１条を加える。 

（出生サポート休暇） 

第１６条 任命権者は、職員が通院その他の不妊治療に係る事由のため勤務しないことが

相当であると認められるときは、その請求により、１年につき１０日（規則で定める場

合にあっては、５日）以内の出生サポート休暇を与えることができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２５号 
宝塚市職員互助会設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市職員互助会設置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 
 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 
 宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
宝塚市条例第  号 

宝塚市職員互助会設置に関する条例の一部を改正する条例 
 宝塚市職員互助会設置に関する条例（昭和４２年条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

第２条中「次の各号のいずれかに該当するもの」を「地方公務員等共済組合法（昭和

３７年法律第１５２号）に基づいて組織された共済組合の組合員であるもの（次に掲げる

者を除く。）」に改め、同条ただし書を削り、同条各号を次のように改める。 

(１) 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（次号において「会計年度

任用職員」という。）のうち、月額で報酬を定める者で、その勤務時間が１週間に

つき、職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２９年条例第８号）第

２条第１項に規定する勤務時間の４分の３を超えないもの 

(２) 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員 

(３) 別個の厚生制度に加入する教職員 

附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 
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議案第２６号 

宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵  
宝塚市条例第  号 

宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 宝塚市国民健康保険税条例（昭和３４年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条から第５条までの見出し中「に係る」の次に「基礎課税額の」を加える。 

 第１１条の見出しを「（低所得者の国民健康保険税の減額）」に改め、同条第１号ア及

びイ、第２号ア及びイ並びに第３号ア及びイ中「に係る」の次に「基礎課税額の」を加え

る。 

 第１１条の２中「第３条及び前条」を「第３条及び第１１条」に、「第１１条の２」を

「第１１条の３」に、「前条第１号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額（次条に規

定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該

給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の

３０に相当する金額によるものとする。次号及び第３号において同じ。）」」を「第１１

条第１号中「法施行令第５６条の８９第２項第２号イに掲げる区分に該当する」とあるの

は「第１１条の３に規定する特例対象被保険者等の法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額に給与所得が含まれている場合において、当該給与所得について所得税法第２８

条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとして

当該総所得金額を算定したとき（次号及び第３号において「給与所得に係る特例算定の場

合」という。）に、法施行令第５６条の８９第２項第２号イに掲げる区分に該当すること

となる」と、同条第２号中「法施行令第５６条の８９第２項第２号ロに掲げる区分に該当

する」とあるのは「給与所得に係る特例算定の場合に法施行令第５６条の８９第２項第２

号ロに掲げる区分に該当することとなる」と、同条第３号中「法施行令第５６条の８９第

２項第２号ハに掲げる区分に該当する」とあるのは「給与所得に係る特例算定の場合に法

施行令第５６条の８９第２項第２号ハに掲げる区分に該当することとなる」」に改め、同

条を第１１条の３とし、第１１条の次に次の１条を加える。 
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 （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第１１条の２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初

の３月３１日以前である被保険者（以下この条において「未就学児」という。）があ

る場合における当該未就学児に係る基礎課税額の被保険者均等割額は、第４条に定め

る額から、１５，８００円を減額して得た額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により国民健康保険税の額を減額するものとし

た納税義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る基礎課税額の

被保険者均等割額は、同条の規定により減額した後の額から、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (１) 前条第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，７４０円 

 (２) 前条第２号アに規定する金額を減額した世帯 ７，９００円 

 (３) 前条第３号アに規定する金額を減額した世帯 １２，６４０円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学児がある場合における当該未就

学児に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額は、第５条の３に定める額

から、４，４５０円を減額して得た額とする。 

４ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により国民健康保険税の額を減額するものとし

た納税義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る後期高齢者支

援金等課税額の被保険者均等割額は、同条の規定により減額した後の額から、次の各

号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

 (１) 前条第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，３３５円 

 (２) 前条第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，２２５円 

 (３) 前条第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ３，５６０円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、令和３年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従

前の例による。 
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議案第２７号 

宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市介護保険条例の一部を改正する条例 

 宝塚市介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第２項中「、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期

限の日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象

年金給付の支払に係る月の２月前の１５日までに」を削る。 

 附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２８号 

宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について 

宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 
宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例の 

一部を改正する条例 

宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例（平成３０年

条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地」を「第２９条の９各号に掲

げる区域」に改める。 

第４条中「第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地の区域」を「第２９条の９各

号に掲げる区域」に改める。 

第１２条第１項中「第８条第１項第２号ロからニまでに掲げる土地」を「第２９条の９

各号に掲げる区域」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

-25-



-26-



議案第２９号 

宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

 宝塚市営住宅管理条例の一部を改正する条例 

 宝塚市営住宅管理条例（平成９年条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「（身体上又は精神上著しい障碍
がい

があるために常時の介護を必要とし、

かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められ

る者（以下「単身生活困難者」という。）を除く。）」を削り、同項第２号中「障碍の程

度」を「障碍
がい

の程度」に改める。 

第６条の２を削る。 

第４２条第３項中「年５分の割合」を「法定利率」に改める。 

 附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の第４２条第３項の規定は、令和２年４月

１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和２年４月１日前に到来した支払期日に係る第４２条第３項に規定する利息につい

ては、なお従前の例による。 
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議案第３０号 

宝塚市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市消防団条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市消防団条例の一部を改正する条例 

 宝塚市消防団条例（昭和４４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第９条ただし書中「水火災その他の災害」を「災害（水火災、地震その他の災害をいう。

以下同じ。）」に改める。 

第１３条第１項を次のように改める。 

基本団員には年額報酬を、機能別団員には日額報酬を、それぞれ支給する。 

第１３条に次の２項を加える。 

４ 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬を支給す

る。 

５ 前項の出動報酬の額は、別表第２の定めるところによる。 

第１４条第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

別表第１中「３２，０００円」を「３６，５００円」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１３条関係） 

区分 単位 基本額 加算額 

４時間以内の場

合 

４時間を超える

場合 

８時間を超える 

１時間につき 

災害への出動 １回 ４，０００円 ８，０００円 １，０００円 

警戒、訓練等 １回 ４，０００円 － 

 附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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議案第３１号 

宝塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 宝塚市消防団員等公務災害補償条例（令和２年条例第３３号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第２項ただし書を削る。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若

しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保

に供することができる。 
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議案第３２号 

工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その１））の

変更について 

工事請負契約（土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その１）、令和３年３

月１９日議案４１号で議決、令和３年１０月８日議案第９７号で変更議決）の一部を次の

とおり変更しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求

める。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

「１ 契約の目的  土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）対策工事（その１） 

２ 契約の方法  一般競争入札 

３ 契約の金額  ￥２３６，８１３，５００.- 

４ 契約の相手方  宝塚市栄町２丁目１番２号 

 宇都宮建設株式会社 

 代表取締役 宇都宮 秀市 

５ 工事場所  宝塚市中山台１丁目 地内 

６ 工事概要  補強土工         Ａ＝３，９３３㎡ 

 鉛直式崩壊土砂防護柵工  Ｌ＝３３ｍ           」 

中 

「３ 契 約 の 金 額  ￥２３６，８１３，５００.-              」 

を 

「３ 契 約 の 金 額  ￥２２９，８４６，１００.-              」 

に変更する。 
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議案第３３号 

権利の放棄について 

次のとおり権利を放棄しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、議

会の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 放棄する権利の内容 

 市が相手方に対して有する、市営住宅使用料１，４９６，８４０円の支払請求権 

２ 相手方 

 ああああああああああああああああ 

 あああああああ 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第３４号 

 訴えの提起について 

 次のとおり訴えの提起をしようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議会の議決を求める。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 相手方  ああああああああああああああああああああああああああああ 

 あああああああ 

２ 請求の趣旨 

 (１) 相手方は、宝塚市に対し、市営ああああああああを明け渡せ。 

(２) 相手方は、宝塚市に対し、令和３年１２月２９日以後、(１)の明渡し済みに至

るまで市営住宅につき１月６４，６００円の割合による金員を支払え。 

 (３) 訴訟費用は相手方の負担とする。 

 との判決及び (２)につき仮執行の宣言を求める。 

３ 事件に関する取扱い及び方針 

 本件訴訟における和解の実施につき、市長に一任する。 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第３５号 

 損害賠償の額の決定について 

 次のとおり損害賠償の額を決定しようとするので、地方自治法第９６条第１項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市は、次のとおり市道の管理の瑕疵
か し

による損害を賠償する。 

１ 賠償の理由 

令和２年５月１９日午後１０時１０分頃、相手方が、相手方所有の自転車で市道 

３３９号線を南進中、ああああああああああああああ地先において、市道の管理が不十

分であったため、アスファルト舗装の剥離により生じた段差に同自転車の前輪が衝突し

て、転倒し、相手方が負傷するとともに、同自転車の車体が損傷し、相手方所有の衣服

が破損した。 

この事故は、市道の管理の瑕疵
か し

によるものと認められるので、その損害を賠償する。 

２ 賠償の金額 

 金２，０００，１９１円 

３ 賠償の相手方 

 ああああああああああああああああ 

 あああああああ 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第３６号 

公の施設（宝塚市立温泉利用施設）の指定管理者の指定について 

 次のとおり公の施設の指定管理者を指定しようとするので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

１ 公 の 施 設 の 名 称  宝塚市立温泉利用施設 

２ 指定管理者となる団体  神戸市中央区加納町３丁目１０番１２号 

 株式会社ｌｉｎｋｗｏｒｋｓ 

 代表取締役 廣 瀬 琢 也 

３ 指 定 の 期 間  令和４年（２０２２年）７月１日から 

令和６年（２０２４年）６月３０日まで 
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議案第３７号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4558 4558号線 

起 

点 

山本丸橋3丁目2番

4 

 ｍ 
 

30.45 

ｍ 

最大  6.00 
 

最小  6.00 
終 

点 

山本丸橋3丁目1番

4 
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議案第３８号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4559 4559号線 

起 

点 

山本丸橋3丁目6番

3 

 ｍ 
 

38.50 

ｍ 

最大  5.30 
 

最小  4.50 
終 

点 

山本丸橋3丁目6番

12 
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議案第３９号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4560 4560号線 

起 

点 
武庫山2丁目68番3 

 ｍ 
 

27.85 

ｍ 

最大  11.10 
 

最小  4.80 
終 

点 

武庫山2丁目68番

11 
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議案第４０号 

市道路線の認定について 

 次のとおり市道路線を認定しようとするので、道路法第８条第２項の規定により、議会

の議決を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

整理

番号 

路 線 名 認 定 区 間 

重要な

経過地 

 

備  考 

路 線 

延 長 

路 線 

幅 員 

4561 4561号線 

起 

点 
宝松苑103番1 

 ｍ 
 

236.85 

ｍ 

最大  6.30 
 

最小  4.30 
終 

点 
宝松苑197番14 
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議案第４１号 

 宝塚市公平委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

 宝塚市公平委員会の委員３人のうち１人の任期が、令和４年４月８日をもって満了する

ため、次の者を委員に選任したいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議

会の同意を求める。 

 令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市公平委員会の委員に選任しようとする者 

住 所  あああああああああああああああああああ 

氏 名  中 川 丈 久 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第４２号 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員３人のうち１人の任期が、令和４年３月３１日を

もって満了するため、次の者を委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定

により、議会の同意を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとする者 

住 所  ああああああああああああああ 

氏 名  模  泰 吉 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第４３号 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員３人のうち１人の任期が、令和４年３月３１日を

もって満了するため、次の者を委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定

により、議会の同意を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとする者 

住 所  あああああああああああああああ 

氏 名  萩  正 博 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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議案第４４号 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員３人のうち１人の任期が、令和４年３月３１日を

もって満了するため、次の者を委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定

により、議会の同意を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとする者 

住 所  ああああああああああああああ 

氏 名  足 立 英 基 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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諮問第１号 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

宝塚市の区域の人権擁護委員１３人のうち１人の任期が、令和４年６月３０日をもって

満了するため、次の者を委員の候補者として法務大臣に推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和４年（２０２２年）２月１４日提出 

宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

人権擁護委員の候補者として推薦しようとする者 

住 所  あああああああああああああああああ 

氏 名  松 下 義 弘 

 

※個人情報保護のため、一部マスキングしています。 
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